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外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策検討会運営細則

１ 議長の代理

議長が検討会に出席できない場合は，副議長がその職務を代理する。

２ 構成員の欠席

構成員が欠席する場合は，議長の了解を得て，代理する者を検討会に出席させる

ことができる。

３ 構成員が欠席する場合の意見の提出

検討会を欠席する構成員は，議長を通じて，検討会に付議される事項につき，書

面その他の方法により意見を提出することができる。

４ 議事要旨

議長は，検討会の終了後，速やかに当該検討会の議事要旨を作成し，これを公表

する。


